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雇用保険手続きに 

マイナンバー記載が必須に 

 

 

◆５月からの雇用保険のマイナンバー取扱い 

 平成 28 年１月から利用が開始されたマイナ

ンバーですが、税の方では確定申告等で利

用が進んでいます。事業所における社会保険

手続は平成 30 年 3 月 5 日から記載が求めら

れるようになりました。 

 また、これまでマイナンバーの記載がなくとも

窓口で受理されていた雇用保険関係につい

ても、５月からはマイナンバーの記載がないと

原則、返戻されますので注意が必要です。 

 

○マイナンバー記載が必要な届出など 

１、雇用保険被保険者資格取得届 

２、雇用保険被保険者資格喪失届 

３、高年齢雇用継続給付支給申請（初回） 

４、育児休業給付金支給申請（初回） 

５、介護休業給付支給申請 

○個人番号登録や変更届の必要な届出  

（マイナンバーが未届けの場合） 

６、雇用継続交流採用終了届 

７、雇用保険被保険者転勤届 

８、高年齢雇用継続給付支給申請 

（２回目以降） 

９、育児休業給付金支給申請（２回目以降） 

 

◆すでにマイナンバーを届けている場合 

 個人番号の記載のある届出、上記１～５番

については届出の都度マイナンバーを記載

することになっていますが、既に他の書類で

届出している場合は、届出の欄外に「マイナン

バー届出済」と記載して個人番号の記載を省

略することができます。個人番号の記載欄の

ない届出、上記６～９は「マイナンバー届出済」の記

載は不要ですが未届けの場合は届出書類が戻され

てしまうので個人番号登録・変更届を添付し提出しま

す。 

 

◆個人番号登録・変更届で別の登録を行う時 

 事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの

登録を行うことが可能です。 

 ただし、新規に被保険者資格を取得する従業員に

ついては被保険者番号が振りだされていないので、

資格取得届に先立って個人番号登録・変更届による

届出を行うことができません。このような場合等、個人

番号登録・変更届の提出が各種届出よりも後になる

時は各ハローワークに相談してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

当団体は、異なる業種の経営者が相集い、 力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


